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令和４年12月12日 産業建設委員会 

第４回定例会 議案第96号補足説明資料 

 

公の施設の指定管理者の指定（飯田市上村特産品直売施設上村特産品直売所）について 

 

１ 公の施設の概要 

 (1) 基本情報 

ア 施設名（通称） 飯田市上村特産品直売施設上村特産品直売所 

イ 所在地 飯田市上村631番地3 

ウ 設置年月日  平成８年12月20日 

エ 設置目的 地場産業の振興と地域の活性化を図る 

オ 施設・設備 
特産品販売施設 木造平屋建 

（敷地面積322.99㎡ 建築面積104.75㎡） 

カ 施設の写真  
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 (2) 管理の状況 

ア 施設を管理する所管課 産業経済部 遠山郷観光振興室 

イ 現在の管理方法  指定管理 

ウ 指定管理者制度導入年月日  平成18年４月１日 

エ 現在の指定管理者名（募集方法）  株式会社大空企画（非公募） 

オ 現在の指定管理期間 令和２年４月１日 ～ 令和５年３月31日 

カ 指定管理者が行う業務 

(1) 施設の利用の許可に関する業務 

(2) 施設の利用に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）の額、利用料金の納付の方法及び利用料

金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収

する業務 

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理

に関する業務 

(4) 施設を利用する者の利便を図るため飲食物

及び物品の販売を行う業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定

する業務 

 

(3) 利用の状況（有効性） 

ア 営業（開館）状況 令和２年度 令和３年度 備考 

 日数 123日 149日  

利用者数 1,471人 1,993人 

その他 － － 

イ 利用者のニーズ・意見等 
・地元農産品が購入できると好評である。 

・利用者は観光客９割、地元１割 

ウ 利用者のメリット（利便

性の向上、利用者の増加、

地域活性化等の効果） 

・民間事業者のノウハウや経営手法を活用することによ

り、利用者のニーズに柔軟な発想で対応し、質の高いサ

ービスの提供など利便性が向上した。 

・地域の農産物などの特産品が地域のネットワークで出荷

され気軽に購入できる。 

 

(4) 収支の状況（効率性） 

ア 決算 令和２年度（円） 令和３年度（円） 備考 

 

収入（Ａ） 3,416,408 4,148,761 

 
 

施設利用料等収入 1,867,774 2,829,995 

市支出の指定管理料 43,636 43,636 

雑収入 152 249,771 

その他（休業補償金・

雇用調整助成金） 
1,504,846 1,025,3590 



3 

 

支出（Ｂ） 3,502,233 4,304,285 

 

  

人件費 1,676,613 1,694,552 

委託料   

光熱水費 360,289 370,816 

消耗品費 21,083 110,199 

修繕費 56,841 83,655 

手数料 0 0 

通信運搬費 48,444 51,443 

保険料 3,500 3,500 

仕入等 1,278,524 1,967,166 

衛生管理費 27,837 13,463 

事務費 29,102 9,491 

収支（Ａ－Ｂ） △85,825 △155,524  

イ 運営上のメリット（経費

の節減、職員事務量の削減

の効果） 

・民間事業者が持つ専門性、経験、実績などを活かし効率

的な管理運営を行うことで、施設の管理運営にかかわる

職員の事務量の削減が図られた。 

 

２ 指定管理者選定の経過 

 (1) 募集の状況 

ア 募集方法（公

募・非公募） 
非公募 

 

非公募の理由 
・地域の思いにより設立された会社に管理を委ねることにより、地域

の活性化に繋がると判断できる。 

・また、施設の管理運営を行う上で必要となる専門性を有しており、

エリア内の関連施設とも連携した運営が可能であるため。 

イ 指定管理者

が行う業務 

 

飯田市上村特産品直売施設指定管理業務仕様書抜粋 

(1) 施設の利用の許可に関する業務 

(2) 施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の額、利

用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに

利用料金を徴収する業務 

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務 

(4) 施設を利用する者の利便を図るため飲食物及び物品の販売を

行う業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務 

 指定管理料 上限 266,000円(支払いの際は、上限額に消費税分を上乗せ) 

ウ 応募者数 １団体 
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(2) 選定の結果 

 ア 団体の概要 

(ｱ) 名称・商号  株式会社大空企画 

(ｲ) 代表者 代表取締役 高橋 充 

(ｳ) 所在地  長野県飯田市上村754番地2 

(ｴ) 設立年月日  平成30年12月12日 

(ｵ) 設立目的 

１ 宿泊施設の経営 

２ 農林畜水産物の加工販売 

３ 食品調理、加工、販売 

４ 飲食店の経営 

５ 喫茶店の経営 

６ キャンプ場、テニス場等の経営 

７ 食品加工施設等の貸付 

８ 観光・農業・文化施設の管理 

９ 上村地区のまちづくりに関する推進事業 

10 前各号に附帯する一切の業務 

(ｶ) 基本財産  資本金 500万円 

(ｷ) 役員・職員 

取締役：３名 

監査役：１名 

職員：８名 

 

イ 選定の理由（令和４年飯田市告示第162号） 

・候補者は上村地区のまちづくり委員会の出資により立ち上げた法人であり、地域に密

着しており、また、市の観光施策及び遠山郷観光振興ビジョン・戦略計画を推進する

意図が十分理解され、的確な管理運営が期待できる。 

・この施設では地元の野菜などの特産品の取扱いや、えごまみそなどの自社ブランドの

製造とグループ内販売を行うなどの取組も行われており、今後の管理・運営に対して

も十分意欲が見受けられる。 

 （備考）選定の告示は、一つの団体が複数の施設の指定管理者となるため、総括的な理由

を公表しました。本資料における理由は、施設ごとの状況を説明しています。 

 

(3) 評価の視点（適格性） 

   区分 配点 得点 評価 

ア 指定管理者と

しての適性 
10 6.25 設置目的を理解しており適正あり 

イ 施設の有効活

用 
20 12.50 

独自の企画など施設の有効活用を進め、他の観光施

設との連携が期待できる 

ウ 利用者対応（改

善姿勢） 
20 15.00 多様な利用者要望を理解し対応する姿勢有り 

エ 事業収支（収支

の妥当性） 
20 10.00 経営改善により達成可能な見込みである 

オ 職員配置等の 10 5.63 必要な人材を確保し教育する姿勢が伺える 
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管理体制 

カ 危機管理の対

応等 
10 5.63 マニュアルを熟知し、経験と実績あり 

キ 地域連携・地域

貢献 
10 7.50 

上村地区の複数の観光施設を管理運営することで施

設間、及び地域間の連携が期待できる 

合計 100 62.51  

   （備考）適格の合否基準は、評価得点の合計50点以上と定めた上で評価 

 

(4) 提案された令和５年度の事業収支（収支予算の見積り） 

  項目 金額 （円） 

収入（Ａ） 4,666,000 

 指定管理業務に係る収入 4,666,000 

 市支出の指定管理料 266,000 

施設利用料等収入 4,400,000 

その他の収入 0 

支出（Ｂ） 4,666,000 

 人件費 1,000,000 

仕入 2,831,200 

通信費 50,000 

光熱水費 400,000 

租税公課 0 

保険料 0 

修繕費 60,000 

消耗品費 70,000 

環境衛生費 15,000 

手数料  234,800 

委託料 0 

事務費 0 

その他 5,000 

収支（Ａ－Ｂ） 0 

 


